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○指名停止業者一覧表
主たる営業 指名停止の理由

所の所在地 (別表の該当号)

平成２３年　３月１６日から 岩田地崎建設㈱ 札幌市中央区 談合等

平成２５年　３月１５日まで （別表第２第３号）

平成２３年　６月２４日から ㈱紫微設計 京都市上京区 暴力団関係者

平成２３年１２月２３日を経過し、かつ、 （別表第２第８号）

改善されたと認められる日まで

平成２３年１０月１８日から 寺村工産㈱ 京都市伏見区 暴力団関係者

平成２４年  ４月１７日を経過し、かつ、 （別表第２第８号）

改善されたと認められる日まで

平成２３年１１月１８日から ㈱山村建設 亀岡市 談合等

平成２５年　５月１７日まで （別表第２第３号）

平成２３年１１月１８日から (有)起央 亀岡市 談合等

平成２５年　５月１７日まで （別表第２第３号）

平成２４年　１月２５日から ㈱南山建設 京都市伏見区 不正又は不誠実な行為

平成２４年　５月２４日まで (別表第２第４号)

平成２４年　１月２７日から 清水建設㈱ 東京都港区 工事等関係者事故

平成２４年　２月２６日まで （別表第１第３号）

平成２４年　１月２７日から ㈱不動テトラ 東京都中央区 工事等関係者事故

平成２４年　２月２６日まで （別表第１第３号）

平成２４年　１月２７日から ケイコン㈱ 京都市伏見区 工事等関係者事故

平成２４年　２月２６日まで （別表第１第３号）

措置要領第４条第２項によ
り期間２倍

指名停止の期間 商号又は名称 備　　考

措置要領第４条第２項によ
り期間２倍
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○指名停止業者一覧表
主たる営業 指名停止の理由

所の所在地 (別表の該当号)
指名停止の期間 商号又は名称 備　　考

平成２４年　１月２７日から ㈱仁木総合建設 京都市伏見区 工事等関係者事故

平成２４年　２月２６日まで （別表第１第３号）

平成２４年　１月３０日から ㈱キノシタ 木津川市 不正又は不誠実な行為

平成２４年　２月２９日まで (別表第２第４号)

平成２４年　２月　２日から 住友電気工業㈱ 大阪市中央区 独占禁止法違反

平成２５年　８月　１日まで （別表第２第２号）

措置要領第４条第２項によ
り期間２倍


